
経験者試験 論文試験 

【一般行政（DX を除く）】 

 
 
 
 
 埼玉県では、本年７月から「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が公布・

施行されています。 
 本条例は、性的指向及び性自認の多様性を尊重した社会づくりに関する取組を推進し、

もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的としています。 
 そこで、次の２点についてあなたの考えを９００字以上１，１００字以内で論じなさ

い。 
 
１ 全ての人の人権が尊重される社会とはどのような社会か。 
２ １で述べた社会を実現するため、行政はどのように取り組むべきか。 
 


